
１．公共下水道利用承認申請 ２．寄付の手続き

熱海市公共下水道利用承認手続き・寄付申込みの流れ

【本手続きの対象】
・下水道課との事前協議を行ったうえで、下水道本管・取付管を自費で施工し、
公共下水道を利用する場合

【本手続きの対象】
・下水道本管・取付管を自費で施工し、市に寄付を行う場合
 (布設した下水道本管・取付管を自主管理する場合は本手続きは不要)

公共下水道利用承認願(様式第1号)の提出
【添付書類】
 ・案内図     ・計画平面図  ・管路縦断面図
 ・管路横断面図  ・公図写し   ・管路構造図
 ・写真

公共下水道の利用に伴う管渠布設工事について(承認)
(様式第2号)の発送

【工事着手の10日前までに】
工事着手届(様式第3号)及び工事工程表(様式第4号)の提出

【工事完成後すみやかに】
工事完成検査届(様式第6号)の提出

検査済証(様式第9号)の送付

完成検査の実施

下水道課の確認を受けたあとに工事着手

【検査合格後すみやかに】
寄付申込書(様式第7号)の提出

寄付採納通知書(様式第8号)の発送内容の審査

内容の審査

起業者→公共下水道管理者(熱海市)

公共下水道管理者(熱海市)→起業者

凡 例

※注意事項【必ずご確認ください】

・公共下水道利用承認申請を行う場合、
 施工方法等について、事前に下水道課との協議が必要です。

・私道や公道に布設した管渠は、一定の条件を満たす場合のみ
 市に寄付を行うことができます。
 詳細については、下水道課へお問い合わせください。

・その他ご不明な点は、熱海市下水道課施設室へお問い合わせくだ
さい。  (電話：0557-86-6526)

【中間検査が必要な場合】
工事中間検査願(様式第5号)の提出

中間検査の実施


